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１．はじめに
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デロイトのグローバルネットワーク デロイト全体での業務収入推移

デロイト トーマツ グループは、世界最大規模のビジネスプロフェッショナルグループ
であるデロイト メンバーファームの一員です

 デロイトとは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL）、そのグローバルネットワークを構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人のひとつまたは複
数を指します。デロイトというブランドのもと、それぞれ独立したファームに所属する約312,000人のプロフェッショナルが協力し、全世界で、監査・保証業務、
コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務・法務およびこれらに関連するサービスをクライアントに提供しています。これらの
ファームは、DTTLのメンバーであるそれぞれ独立したファームです

 各メンバーファームは、特定の地域で、当該国もしくは当該複数国の法律およびプロフェッショナルに対する規制の下でサービスを提供しています。DTTLの
各メンバーファームの組織は、それぞれの国の法律、規制、実務慣行やその他の要因により異なっており、それぞれがその地域での関係会社や提携先を
通じてプロフェッショナルサービスを提供しています

デロイトとは

監査・保証業務／リスクアドバイザリー
ファイナンシャルアドバイザリー

コンサルティング
税務・法務
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● はじめに【法人紹介】
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サービス×インダストリー×ネットワークによる総合力

デロイト トーマツ グループは国内外で、高い専門性、深いインダストリー知見による幅広い
サービス体制を構築しています

デロイト トーマツ グループは、「クライアントの期待を超える知的専門サービスを総合的に提供する」という経営理念のもと、各グループ法人の高い専門領
域である「サービス」、業種／業界に特化した深い知見を持つ「インダストリー」、デロイトのグローバルネットワークを生かし地域に密着した支援を行う「ネット
ワーク」の3つの側面から、課題解決に取り組むクライアントに対し、幅広いサービスを総合的に提供しています

世界150超の国と地域、日本国内約30都市

監査・保証業務

リスクアドバイザリー

コンサルティング

ファイナンシャルアドバイザリー

税務・法務

サービス

インダストリー
ネットワーク

● はじめに【法人紹介】
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国内活動拠点について

デロイト トーマツ グループは、日本で初めて全国展開した監査法人であり、地域に
根差した信頼関係を基盤に成長している”グローカル”な総合ファームです

30 拠点国内約

北海道 札幌
東北 仙台／盛岡*／福島*

東京 丸の内（二重橋）／丸の内（新東京）
関東甲信越 新潟／さいたま／横浜／長野／松本*／金沢*／北陸
中部 静岡／名古屋／岐阜
関西 京都／大阪／神戸
中国 岡山*／広島
四国 高松／松山*

九州/沖縄 福岡／大分／熊本／鹿児島／那覇

地区事務所との連携体制デロイト国内事務所一覧

*：連絡事務所

● デロイト トーマツ グループの紹介

デロイト
トーマツ
グループ

自治体

各地区事務所との連携

地銀・大学 中核企業 知事・市長

各ステークホルダーとの連携

地域のニーズ・解決すべき課題の把握
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エリア課題解決プラットフォーム事業の全体像

デロイト トーマツ グループは行政と多様なプレイヤーをつなぐハブとなり、地域課題解決の先
進事例を創出いたします

行政
大学

中核
企業 ﾍﾞﾝﾁｬｰ

地銀

各ビジネス 多様な資金調達手法
新たな官民連携手法

中央省庁
グローバル企業

エリア課題解決プラットフォーム
ハブ機能

（企画/PMO/
シンクタンク）

地域に不足する人材や
ネットワークの提供

多様な主体を
巻き込む構想策定

持続的な取組みの
ためのスキーム構築

1
 行政のみでなく、民間企業、大学、金

融機関等が主体的に関与できる仕組
みが必要

 ゴールとプロセス、官民の役割を明確に
した構想であることが必要

ビジネス構想策定力

成功の要因（Deloitteの強み）

2
 自治体の財源に頼るだけでなく、必要

となる資金調達の方法を様々な方面
からデザインすることが必要

 事業からお金を生み出せるビジネスモ
デルの構築や、民間事業者が参画し
易い仕組みづくりが必要

資金調達スキーム構築力 3
 事業の中心に立ち、推し進めていく人

材が必要
 地域に足りない知識やスキル、コネク

ション等を提供する外部とのネットワー
クが必要

人材・ネットワーク提供力

● デロイト トーマツ グループの強み

デロイト トーマツ グループ
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 デロイトの有する、①あらゆる専門分野を網羅した圧倒的な総合力、②全世界31.2万人のネットワーク、③最新テクノロジーに関する豊富な知見を集
結させる。それにより、経済社会の変革と未来の創造をリードする「カタリスト（触媒）」として、業界や組織の垣根を超えた社会課題の解決（コレク
ティブ・インパクト）に貢献していきます

 多様な主体を地域課題の解決に巻き込むため、これまで十分に活用されていなかった「場」や「データ」といった地域資源を、テクノロジーや新たな事業ス
キームにより有効活用するソーシャルアセット・インキュベーションに取り組みます

8

社会変革ビジネスの姿

個社課題の解決を超えた、広域かつ複合的な課題に対し、デロイト トーマツ グループの総合
力やネットワークを総動員し解決策を提示いたします

社会課題の解決と経済的価値の創出の双方を実現

 複雑かつ複合的な課題解決が目的
 民間セクターの資源を引き出すため、場や

データ等の開放が求められる

民間セクター公共セクター

 社会課題に向き合うことで、
新たな市場の掘り起こしが目的

 社会課題解決は一社だけでは実現できず、
クロスインダストリ連携が求められる

官民連携のデザイン

実証の場の提供 データの開放

規制の見直し 社会インパクトの
見える化

クロスインダストリ連携

自動運転
自動車 通信

ｼｽﾃﾑ ｾﾝｻｰ

Deloitte

• 圧倒的な総合力
• 31万人のﾈｯﾄﾜｰｸ
• テクノロジー知見

● デロイト トーマツ グループの強み
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２．公共施設マネジメント

～公共施設マネジメントの勘所～
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セッション テーマ 講師（名前）

１ 総合管理計画改訂のポイント 宗和

２ 全庁的な公共施設再編 松浦

３ 学校施設マネジメントのポイント 福井

４ 【本テーマ】公共施設マネジメントの財源措置 山田

５ 公共施設プロジェクトマネジメント 後藤

６ 住民説明の進め方 宗和

７ ディスカッション：「公共施設マネジメントの勘所」 宗和、山田

10

セッション（テーマ）
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３．公共施設マネジメントの財源措置
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「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の主な改訂項目

当法人では、実効性のある施設マネジメントを推進するためには財源の裏付けがある計画
策定が必須であると考えています

12

 平成30年4月25日 総務省自治財政局財務調査課発出の事務連絡にある
「別紙1」、「別紙2」を参考に、中長期的な経費の見込み等を記載

 今後10年間については、充当可能な財源の見込みを記載

 長寿命化対策等の効果額を記載

１．効果額の記載

 総合管理計画の進捗管理等の評価に資する数値目標等の記載２．数値目標の記載

数値目標を実現させるためには、中長期的な経費の見込額について、財源の裏付けがあ
り、中長期の財政シミュレーション上で負担可能な金額であることが必要です
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実現可能性が低い個別施設計画の策定例

個別施設計画で算定した中長期経費の見込額を集計した結果が過去の実績と今後の
財政シミュレーションを踏まえて実現可能であるか確認することが必要です

13

学校施設個別施設計画
（長寿命化計画）

公営住宅個別施設計画
（長寿命化計画）

道路個別施設計画
（長寿命化計画）

公園個別施設計画
（長寿命化計画）

中長期経費の見
込額（30年）

類型

800億円 300億円 800億円 150億円

その他
個別施設計画

500億円

財源の見込額
（30年）

基金：100億円
地方債：400億円
補助金：200億円

自己財源：100億円

基金：20億円
地方債：150億円
補助金：100億円
自己財源：30億円

基金：80億円
地方債：280億円
補助金：160億円
自己財源：80億円

基金：10億円
地方債：70億円
補助金：50億円

自己財源：20億円

基金：100億円
地方債：300億円
補助金：50億円

自己財源：50億円

過去の実績値と比較すると実現不可能では？・計画通りに実施した場合の基金残高および地方債残高に問題はないのか？
・自己財源分は財政シミュレーション上実現可能なのか？
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中長期経費の見込額を反映した財政シミュレーション

個別施設計画で算定した中長期経費の見込額を反映した財政シミュレーションによって更
新費用等の平準化等の検討が可能になります

14

歳入・歳出のうち、普通建設事業費および補助金、地方債、基金は中長期の
経費見込額を反映し、その他の項目についても、人口推計等を踏まえた財政シ
ミュレーションを実施することで、更新費用等の平準化の検討に活用できます

財政の持続可能性を検証
するために基金残高や地方
債残高の推計も実施するこ
とが必要です

財源の確保または平準化
への対応が必要

財源の確保または平準化
への対応が必要
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個別施設計画の策定と国の財政措置

財政シミュレーションの実施に際しては国の財源措置の内容を理解し、反映することが必要
です

出所：総務省ホームページ「公共施設等の適正管理の推進」（令和2年）より作成
(*)経過措置として、令和2年度までに実施設計に着手した事業については、令和3年度以降も現行と同様の地方財政措置を講ずる

集約化・複合化
事業

長寿命化事業
【拡充】 転用事業 立地適正化事業 ユニバーサル

デザイン化事業
市町村役場機能
緊急保全事業 除却事業

事業概要

延床面積の減少を伴
う集約化・複合化事
業
※複数団体が連携し
て実施する集約化・
複合化事業の取組に
おいて、対象施設を有
しない団体も実施主
体に含む（令和2年
度拡充）

【公共用建物】施設
の使用年数を法定耐
用年数を超えて延長
させる事業
【社会基盤施設】所
管省庁が示す管理方
針に基づき実施される
事業（対象施設拡
充）

他用途への転用事業 コンパクトシティの形成
に向けた長期的なまち
づくりの視点に基づく
事業

・バリアフリー法に基づ
く公共施設等のバリア
フリー改修事業
・公共施設等のユニ
バーサルデザイン化のた
めの改修事業

昭和56年の新耐震
基準導入前に建設さ
れ、耐震化が未実施
の市町村の本庁舎の
建替え事業

公共施設、公用施設
その他の当該地方公
共団体が所有する建
築物その他の工作物
の除却

地方債の
充当率 90% 90% 90% 90% 90% 90%（交付税措置

対象分75%） 90%

交付税
措置率 50% 財政力に応じて

30～50%
財政力に応じて

30～50%
財政力に応じて

30～50%
財政力に応じて

30～50% 30% ―

要件① 公共施設等総合管理計画に基づいて実施される事業

要件②

個別施設計画に位置づけられた事業 立地適正化計画に位
置づけられた事業

移動等円滑化基本
構想に基づく事業以
外については、個別施
設計画又はユニバーサ
ルデザイン化を推進す
るために策定する計画
に位置づけられている
事業

個別施設計画に基づ
く事業であって、建替
え後の庁舎を業務継
続計画に位置づける
事業

―

事業年度 令和3年度まで 令和2年度まで(*) 令和3年度まで

事業費 4,800億円（前年度と同額）
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基金残高と地方債残高のシミュレーション

持続可能な財政運営を実現するためには基金残高や地方債残高のシミュレーションも必
要です

16

現状の中長期経費の見込額
の場合20年後に基金残高が0
になります

現状の中長期経費の見込額
の場合30年後に地方債残高
比率が400%超になります
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更新費用等を反映した財政シミュレーションの結果を踏まえて「公共施設等総合管理基
金」を設定する等、予算編成に反映している事例もあります
更新費用等を踏まえた基金の設定事例

出所：地域総合整備財団＜ふるさと財団＞ 「平成28年度公共施設マネジメント調査研究会報告書 ～採択4団体における研究モデル事業実施の成果～ （平成29年3月）」P76
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固定資産台帳を活用した更新費用の推計事例

固定資産台帳を活用することで更新費用等の試算を
精緻化することが可能です

出所：地域総合整備財団＜ふるさと財団＞ 「平成28年度公共施設マネジメント調査研究会報告書 ～採択4団体における研究モデル事業実施の成果～ （平成29年3月）」P77を元に講師が加工

固定資産台帳情報を加味して更新
費用等の推計を行い、その結果を用
いて将来必要な基金残高についてシ
ミュレーションを実施

固定資産台帳情報を加味した結果、管理
計画で想定した更新費用を上回る費用の
発生が見込まれることが判明

固定資産台帳の情報を加味した更新費用推計を実施することで、より精緻な費用推計の実施、及び将
来的に必要な基金残高と、これに備えた基金積立て額の見積りが可能です。
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令和3年度事業別予算説明書

1

2

款 商工費 項 商工費 目 商工業振興事業

1

2

3

1

2

3

4

総
合
計
画

総合計画での位
置づけ

目標 省略 指針 省略

施策

継続事業 部名 〇〇部 課名 ○○課 係名

省略 事業 省略

事業内容 省略
事業目標 省略

令和6年度（計画）

省略活動指標

活動指標 令和2年度予算（当初） 令和3年度予算 令和4年度（計画） 令和5年度（計画）

予
算

予算科目

事業費の内訳
(単位：千円）

費目 令和2年度予算（当初） 令和3年度予算

商工会館建替工事

令和4年度（計画） 令和5年度（計画） 令和6年度（計画）

商店街事業費補助金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

300,000

事業費合計 2,000 2,000 2,000 2,000 302,000
令和6年度（計画）

県補助金 1,000 1,000 1,000 1,000 500

財源の内訳
（単位：千円）

財源 令和2年度予算（当初） 令和3年度予算 令和4年度（計画） 令和5年度（計画）

市債発行 290,000
基金取り崩し 10,000

一般財源負担額（円） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500

特定財源合計 1,000 1,000 1,000 1,000 300,500

個別施設計画
(単位：千円）

特記事項 令和2年度予算（当初） 令和3年度予算 令和4年度（計画） 令和5年度（計画） 令和6年度（計画）

劣化診断

改修

解体

更新・新築 300,000

予算への反映方法（参考例）

算定した中長期経費の見込額に対応した工事の着実な実施を担保するためには予算に
反映する仕組みを構築することが必要です
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②個別施設計画に
おける投資的経費を
記載

③-1:個別施設計画
をもとに投資的経費
を記載し、予算要求

③-2:財源見込額も
記載

①事業別予算書には
何年か先（事例では
4年先）までの実施計
画も記載

事業別予算書を作成し予算編成に活用していても、将来の実施計画まで作成している事例は多くないと考えら
れます。数年先の実施計画（財政計画）まで記載し、個別施設計画と連携させることで、予算編成に施設の
再編等に関する計画を織り込むことが促進されると考えらえます
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予算への反映方法（静岡県静岡市）

公共施設マネジメントの取組を予算に反映することにより、実行フェーズの実効性が高まり
ます

出所：静岡県静岡市「職員研修資料」
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お問い合わせ

21



© 2020. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.22

公共施設マネジメントに関するトーマツの主な支援内容

トーマツは、幅広いノウハウを活用し、公共施設マネジメント全般について、様々なご支援を
行っています

１．公共施設等総合管理計画改訂に関するご支援
２．個別施設計画策定に向けてのご支援
３．学校施設の再編計画及び長寿命化計画策定に関するご支援
４．集会施設等の複合化等に向けたご支援
５．遊休施設、遊休土地の利活用に関するご支援
６．エリアマネジメント、エリア開発に関するご支援
７．包括委託制度、指定管理者制度導入等の施設の運営管理に関するご支援
８．庁舎等公共施設の建替えに関するご支援
９．住民説明に関連したご支援
10．その他

トーマツでは、公共施設マネジメントに関する幅広いご支援を多くの自治体を対象
にさせていただいております。 主な支援項目は以下のとおりです。
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公共施設マネジメント事務局‐問い合わせ連絡先

デロイト トーマツ グループ全体で公共施設マネジメントを推進する体制を構築しています。お気
軽にご相談ください

連絡先

有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部 パブリックセクター
email：publicmanagement3.0@tohmatsu.co.jp
電話（代表）：03-6213-1251

mailto:publicmanagement3.0@tohmatsu.co.jp
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